
 

 

 

令和５年第５回 

 

瑞浪市議会定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２８日 

 

 



 

 



 

目   次 

 

議第８８号  瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例の制定について‥‥‥‥１ 

議第８９号  瑞浪市内部組織設置条例等の一部を改正する条例の制定につい 

て‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

議第９０号  瑞浪市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定 

について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 

議第９１号  瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ 

議第９２号  瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定 

について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ 

議第９３号  瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について‥‥２３ 

議第９４号  瑞浪市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４ 

議第９５号  瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の制定につ 

いて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６ 

議第９６号  瑞浪市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例の制定 

について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１ 

議第９７号  瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例の制定について‥‥‥‥３２ 

議第９８号  瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める 

ことについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３ 

議第９９号  第７次瑞浪市総合計画基本計画を定めることについて‥‥‥‥‥３４ 

議第１００号 指定管理者の指定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５ 

議第１０１号 指定管理者の指定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６ 

議第１０２号 指定管理者の指定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７ 

議第１０３号 令和５年度瑞浪市一般会計補正予算（第１０号）‥‥‥‥‥‥‥３８ 

議第１０４号 令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１ 

議第１０５号 令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）‥‥５３ 

議第１０６号 令和５年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）‥‥‥５５ 



 

議第１０７号 令和５年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第２号）‥‥‥‥‥‥５７ 

議第１０８号 令和５年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第２号）‥‥‥‥‥５９ 



 

「 

「 

」 

」 

議第８８号 
 
瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 
瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 
 

令和５年１１月２８日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例 
瑞浪市積立基金条例（平成９年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

瑞浪市森林環

境譲与税基金 
 森林の整備及びその促進に関する事業の

経費に充てるため 

瑞浪市森林環

境譲与税基金 
森林の整備及びその促進に関する事業の

経費に充てるため 

瑞浪市都市計

画事業基金 
都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）に基づいて行う都市計画事業の経費

に充てるため 

を別表中 

に改める。 
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議第８９号 

 

   瑞浪市内部組織設置条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市内部組織設置条例等の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

 

令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市内部組織設置条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市内部組織設置条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市内部組織設置条例（平成８年条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第１条第２号及び第３号を次のように改める。 

  （２） みずなみ未来部 
（３） 健康福祉部 

第２条第１号から第４号までを次のように改める。 

（１） 総務部 

ア 市議会及び行政一般に関すること。 

イ 文書管理に関すること。 

ウ 財政及び契約に関すること。 

エ 公有財産に関すること。 

オ 秘書及び職員に関すること。 

カ 市税に関すること。 

キ 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。 

ク 防災及び危機管理に関すること。 

ケ 生活安全に関すること。 

コ 交通安全対策に関すること。 
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サ その他、他部の所管に属さないこと。 

（２） みずなみ未来部 

 ア 施策の総合調整に関すること。 

 イ 人口減少対策に関すること。 

 ウ 情報推進に関すること。 

 エ 統計に関すること。 

 オ シティプロモーションに関すること。 

 カ 移住定住に関すること。 

 キ 広聴広報に関すること。 

 ク 協働のまちづくり及び地域振興に関すること。 

ケ 人権に関すること。 

コ 市民相談に関すること。 

サ 生涯学習に関すること。 

シ スポーツ及び歴史文化に関すること。 

（３） 健康福祉部 

ア 社会福祉に関すること。 

イ 子育てに関すること。 

ウ 介護保険及び介護予防に関すること。 

エ 国民健康保険及び国民年金に関すること。 

オ 医療給付に関すること。 

カ 保健衛生及び健康増進に関すること。 

キ 地域医療に関すること。  

（４） 経済部 

ア 農林業及び畜産業に関すること。 

イ 土地改良に関すること。 

ウ 商工業及び観光に関すること。 

エ 公共交通に関すること。 

オ 環境保全に関すること。 

カ 公害対策に関すること。 

キ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

（瑞浪市議会委員会条例の一部改正） 
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第２条 瑞浪市議会委員会条例（昭和４２年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２項の表総務民生文教委員会の項中「まちづくり推進部、民生

部」を「みずなみ未来部、健康福祉部」に、「会計室」を「会計課」に改

める。 

 （瑞浪市まちづくり条例審議会設置条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市まちづくり条例審議会設置条例（平成２５年条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条中「まちづくり推進部」を「みずなみ未来部」に改める。 

（瑞浪市防災会議条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市防災会議条例（昭和３７年条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条中「生活安全課」を「危機管理課」に改める。 

 （瑞浪市生活安全条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市生活安全条例（平成１１年条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条中「生活安全課」を「危機管理課」に改める。 

 （瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第６条 瑞浪市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の一部

を次のように改める。 

  第７条中「子育て支援課」を「こども家庭課」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第９０号 
 
   瑞浪市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 
 
 瑞浪市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のように制定

するものとする。 
 
  令和５年１１月２８日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
   瑞浪市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 
 （趣旨） 
第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。）第２３条第１項の規定に基づき、

市長が管理し、及び執行する事務に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （特定社会教育機関） 
第２条 法第２３条第１項第１号の規定により特定社会教育機関として条例

で定めるものは、次のとおりとする。 
 （１） 瑞浪市民図書館 
 （２） 瑞浪市公民館 
 （３） 瑞浪市陶磁資料館 
 （４） 瑞浪市化石博物館 
 （５） 瑞浪市市之瀬廣太記念美術館 
 （職務権限の特例） 
第３条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行すること

とする。 
 （１） 前条に規定する特定社会教育機関の設置、管理及び廃止に関する

こと。 
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 （２） スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。 
）。 

 （３） 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 
 （４） 文化財の保護に関すること。 
   附 則 
 （施行期日） 
第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
第２条 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分その

他の行為（法第２５条第１項の規定により事務を委任された教育長（以下

「教育長」という。）が行ったものを含む。）又はこの条例の施行の日前

に教育委員会に対して行われた申請その他の行為（教育長に対して行われ

たものを含む。）で、同日以後において市長が管理し、及び執行すること

となる事務に係るものは、同日以後においては、市長が行った処分その他

の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。 
（瑞浪市職員定数条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市職員定数条例（昭和５５年条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第１項の表市長の事務部局の項中「２８２人」を「２９８人」に

改め、同表教育委員会の事務部局の項中「８１人」を「６５人」に改める。 

 （瑞浪市民図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第４条 瑞浪市民図書館の設置及び管理に関する条例（昭和４６年条例第１

８号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 

（瑞浪市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第５条 瑞浪市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和５９年条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 

（瑞浪市文化財保護条例の一部改正） 
第６条 瑞浪市文化財保護条例（昭和５１年条例第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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  第３条第１項から第３項までの規定中「教育委員会」を「市長」に改め、

同条第４項中「教員委員会」を「市長」に改める。 
  第４条、第６条及び第８条から第１５条までの規定中「教育委員会」を

「市長」に改める。 
  第１８条中「教育委員会」を「規則」に改める。 

（瑞浪市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第７条 瑞浪市民体育館の設置及び管理に関する条例（平成４年条例第８号） 

の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 

（瑞浪市民弓道場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第８条 瑞浪市民弓道場の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第７

号）の一部を次のように改正する。 
  本則（第１０条を除く。）中「教育委員会」を「市長」に改める。 
   第１０条中「教育委員会」を削る。 

（瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第９条 瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第

４９号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 

（瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第１０条 瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 
 （瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第１１条 瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例（平成

１８年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 

（瑞浪市日吉スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第１２条 瑞浪市日吉スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（平成２１

年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 
  「教育委員会」を「市長」に改める。 
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議第９１号 

 

   瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

 

  令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第８条第１項中「範囲内の額を、」の次に「第１号及び第３号に掲げる職

に係るものにあっては」を、「１０年以内の期間」の次に「、第２号に掲げ

る職に係るものにあっては採用の日から２０年以内の期間」を加え、同項第

２号中「前号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の

次に次の１号を加える。 

 （２） 獣医師の職その他これに準ずる職員の職で市の規則で定めるもの 

   月額 ５万円以内 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第９２号 

 

   瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「

１００分の１００）」を「１００分の１０５）」に改め、同条第３項中「

１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「１００分の６７．５」

を「１００分の７０」に、「１００分の１００」を「１００分の１０５」

に、「１００分の５７．５」を「１００分の６０」に改める。 

第１９条第２項第１号中「１００分の１００」を「１００分の１０５」

に、「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号中 

「１００分の４７．５」を「１００分の５０」に、「１００分の５７．５」 

を「１００分の６０」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表一                      （単位：円） 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
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定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

１ 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 365,500

２ 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 368,100

３ 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 370,500

４ 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 372,900

５ 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 374,800

６ 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 377,300

７ 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 379,600

８ 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 382,100

９ 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 384,500

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 387,100

11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 389,700

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 392,300

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 394,600

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 396,900

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 399,100

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 401,400

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 403,200

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 405,100

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 407,000

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 408,800

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 410,600

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 412,400

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 414,200

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 416,000

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 417,600

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 419,100

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 420,600

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 422,100

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 423,600

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 424,900

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 426,200
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32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 427,400

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 428,600

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 429,900

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 431,200

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 432,400

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 433,600

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 434,400

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 435,200

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 436,000

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 436,600

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 437,300

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 438,000

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 438,700

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 439,500

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 440,300

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 440,700

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 441,400

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 441,900

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 442,300

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 442,700

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 443,100

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 443,500

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 443,900

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 444,300

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 444,600

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 444,900

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 445,300

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 445,600

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 445,900

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 446,200

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300
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63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000
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94 295,900 343,600

95 296,200 344,100

96 296,600 344,500

97 296,800 344,700

98 297,100 345,100

99 297,500 345,500

100 297,900 345,800

101 298,100 346,100

102 298,400 346,500

103 298,800 346,900

104 299,100 347,300

105 299,300 347,800

106 299,600 348,200

107 300,000 348,600

108 300,300 349,000

109 300,500 349,500

110 300,900 349,900

111 301,300 350,200

112 301,600 350,500

113 301,800 351,000

114 302,000

115 302,300

116 302,700

117 302,900

118 303,100

119 303,400

120 303,700

121 304,100

122 304,300

123 304,600

124 304,900
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125 305,200

定年前再任 

用短時間勤

務職員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 316,200 358,000

別表第２（第３条関係） 

行政職給料表二              （単位：円） 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任 

用短時間勤

務職員以外

の職員 

１ 147,100 200,200 219,900 260,200 285,500

２ 148,100 201,200 221,000 261,400 287,300

３ 149,100 202,200 221,900 262,400 288,900

４ 150,100 203,000 222,800 263,500 290,500

５ 151,200 203,700 223,800 264,200 292,100

６ 152,300 205,200 225,100 265,200 293,400

７ 153,400 206,500 226,300 266,100 294,500

８ 154,400 207,600 227,400 267,000 295,700

９ 155,300 208,900 228,700 267,600 296,900

10 156,400 209,600 230,300 268,300 298,600

11 157,500 210,400 231,800 269,100 300,300

12 158,600 211,100 233,000 269,900 301,800

13 159,500 212,200 234,100 270,700 303,100

14 160,600 213,100 235,300 271,500 304,600

15 161,800 214,000 236,500 272,300 306,000

16 162,900 214,800 237,400 273,100 307,300

17 164,000 215,700 238,000 273,800 308,800

18 165,400 216,700 238,400 274,800 310,300

19 166,700 217,600 238,800 275,700 311,900

20 167,900 218,500 239,300 276,500 313,500

21 169,000 219,200 239,800 277,400 314,500

22 170,200 220,000 241,100 278,000 315,900
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23 171,400 220,800 242,300 278,700 317,200

24 172,600 221,400 243,200 279,400 318,500

25 173,700 222,100 244,300 279,900 319,600

26 175,200 222,600 245,500 280,600 321,000

27 176,700 223,000 246,700 281,400 322,400

28 178,200 223,500 247,900 282,100 323,800

29 179,600 224,100 248,700 282,900 325,300

30 181,000 225,100 249,800 283,800 326,500

31 182,500 226,000 251,000 284,600 327,800

32 184,000 226,600 252,100 285,400 329,000

33 185,400 227,100 253,200 286,100 330,000

34 187,100 228,100 254,100 287,000 330,900

35 188,800 229,100 255,000 287,900 332,000

36 190,500 230,100 256,000 288,800 333,100

37 192,200 230,600 257,000 289,400 334,200

38 193,300 231,700 257,800 290,200 335,200

39 194,700 232,800 258,600 291,000 336,200

40 195,800 233,800 259,500 291,800 337,200

41 196,800 234,500 260,400 292,400 338,100

42 198,200 235,500 261,300 293,400 339,000

43 199,400 236,400 262,200 294,400 339,900

44 200,600 237,200 263,200 295,300 340,800

45 202,100 238,000 263,800 296,000 341,700

46 203,100 238,800 264,700 296,900 342,700

47 204,000 239,500 265,700 297,800 343,700

48 205,100 240,100 266,600 298,600 344,600

49 206,200 240,700 267,600 299,200 345,500

50 207,200 241,600 268,400 299,800 346,400

51 208,100 242,500 269,200 300,400 347,300

52 209,100 243,300 269,900 301,100 348,100

53 210,200 244,200 270,500 301,700 348,900
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54 211,200 245,100 271,300 302,500 349,700

55 212,100 245,700 272,100 303,200 350,500

56 213,000 246,400 272,900 303,900 351,200

57 213,900 247,200 273,500 304,500 351,900

58 214,500 247,900 274,400 305,200 352,700

59 215,200 248,600 275,300 305,900 353,500

60 216,000 249,200 276,200 306,500 354,100

61 216,800 249,800 277,100 307,100 354,800

62 217,300 250,600 278,100 307,800 355,500

63 217,800 251,400 278,900 308,500 356,200

64 218,300 252,000 279,800 309,100 356,900

65 218,800 252,600 280,600 309,600 357,500

66 219,400 253,100 281,400 310,100 358,000

67 220,000 253,500 282,200 310,700 358,500

68 220,500 253,900 282,900 311,300 359,000

69 220,800 254,600 283,500 311,900 359,400

70 221,100 255,100 284,300 312,300

71 221,400 255,500 285,100 312,800

72 221,700 255,800 285,800 313,300

73 221,900 256,000 286,500 313,600

74 222,300 256,300 287,200 314,100

75 222,600 256,700 287,900 314,600

76 223,000 257,100 288,700 315,000

77 223,200 257,400 289,200 315,200

78 223,700 257,800 289,700 315,500

79 224,000 258,200 290,100 315,800

80 224,300 258,600 290,500 316,100

81 224,600 258,900 290,900 316,400

82 224,900 259,200 291,300 316,700

83 225,200 259,500 291,800 317,000

84 225,500 259,700 292,300 317,300
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85 225,800 259,900 292,600 317,500

86 226,100 260,100 293,100 317,900

87 226,400 260,400 293,700 318,200

88 226,700 260,700 294,200 318,400

89 227,000 260,900 294,500 318,600

90 227,400 261,100 295,000 318,900

91 227,700 261,400 295,500 319,200

92 228,000 261,600 295,800 319,500

93 228,200 261,900 296,200 319,700

94 228,500 262,200 296,700 320,000

95 228,800 262,500 297,200 320,300

96 229,100 262,700 297,700 320,500

97 229,300 262,900 298,000 320,700

98 229,600 263,200 298,400 321,000

99 229,800 263,400 298,900 321,300

100 230,100 263,700 299,400 321,500

101 230,400 264,000 299,800 321,700

102 230,600 264,200 300,200

103 230,900 264,500 300,500

104 231,200 264,800 300,800

105 231,500 265,000 301,100

106 232,000 265,200 301,500

107 232,300 265,500 301,900

108 232,600 265,700 302,300

109 232,800 266,000 302,600

110 233,200 266,300 303,000

111 233,600 266,600 303,400

112 233,900 266,800 303,700

113 234,100 267,000 303,900

114 234,600 267,300 304,200

115 235,100 267,500 304,500
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116 235,600 267,700 304,700

117 235,900 268,000 304,900

118 236,300 268,300 305,200

119 236,700 268,600 305,500

120 237,000 268,900 305,700

121 237,400 269,100 305,900

122 269,300 306,200

123 269,600 306,500

124 269,900 306,700

125 270,100 306,900

126 270,300 307,200

127 270,600 307,500

128 270,900 307,700

129 271,100 307,900

130 271,300 308,200

131 271,600 308,500

132 271,900 308,700

133 272,100 308,900

134 272,300

135 272,600

136 272,900

137 273,100

定年前再任 

用短時間勤

務職員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

194,600 205,700 224,200 245,000 275,700

（瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１１号） 

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２７．５」

に改める。 

 （瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改
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正） 

第３条 瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平

成１７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「１

００分の２２０」を「１００分の２３０」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第７条関係） 

  特定任期付職員給料表 

号給 給料月額（円） 

１ ３８０，０００ 

２ ４２７，０００ 

３ ４７７，０００ 

４ ５３９，０００ 

５ ６１５，０００ 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第１項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「

１００分の１００」を「１００分の１０５」に改める。 

（瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和５５年

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２７．５」

に改める。 

 （瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、 

「１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に改め、同条第３項中 

「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、「１００分の７０」 

を「１００分の６８．７５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１ 

０２．５」に、「１００分の６０」を「１００分の５８．７５」に改める。 
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第１９条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１０２．

５」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に改め、同項

第２号中「１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に、「１００分

の６０」を「１００分の５８．７５」に改める。 

（瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項中「１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．５」

に改める。 

 （瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正） 

第８条 瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、

「１００分の２３０」を「１００分の２２５」に改める。 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第９条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第２２条第１項中「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、

「１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に改める。 

（瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１０条 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．５」

に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条から第１０条まで

の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（瑞浪市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」とい 

う。）第１８条第２項及び第３項並びに第１９条第２項の改正規定を除く。 
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）による改正後の給与条例の規定及び第３条の規定（瑞浪市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「任期付職員条例」とい

う。）第９条第２項の改正規定を除く。）による改正後の任期付職員条例

の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

３ 第１条の規定（給与条例第１８条第２項及び第３項並びに第１９条第２

項の改正規定に限る。）による改正後の給与条例の規定、第２条の規定に

よる改正後の瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第３条の規

定（任期付職員条例第９条第２項の改正規定に限る。）による改正後の任

期付職員条例の規定及び第５条の規定による改正後の瑞浪市議会議員の議

員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和５年１２月１日から適用

する。 

（給与の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１

条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第

１条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

５ 第２条の規定による改正後の瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の

規定を適用する場合には、第２条の規定による改正前の瑞浪市特別職の職

員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第２条の規定

による改正後の瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与

の内払とみなす。 

６ 第３条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、

第３条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された

給与は、第３条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の

内払とみなす。 

７ 第５条の規定による改正後の瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に

関する条例の規定を適用する場合には、第５条の規定による改正前の瑞浪

市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた期末手当は、第５条の規定による改正後の瑞浪市議会議員の議員報酬、

費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

（市の規則への委任） 

８ 附則第４項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必
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要な事項は、市の規則で定める。 
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議第９３号 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認

定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「

特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項

において同じ。）」と、」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９４号 

 

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 

令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

瑞浪市福祉医療費助成に関する条例（昭和５０年条例第４４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「１５歳に達する日以降」を「１８歳に達する日以

後」に改め、同項第３号中「満１８歳に達する日以後における最初の３月３

１日以前の者」を「１８歳に達する日以後における最初の３月３１日までの

者」に改める。 

第３条第１項中「被保険者である者のうち、第２条第１項に規定する福祉

医療費助成対象者」を「被保険者である福祉医療費助成対象者（市長が特に

認める者を含む。）」に改め、ただし書を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市福祉医療費助成に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後の療養給付等に係る

助成及び支給から適用し、同日前の療養給付等に係る助成及び支給につい
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ては、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 市長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な

準備行為を行うことができる。 
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議第９５号 

  

瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の制定について 

  

瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例を次のように制定する

ものとする。 

  

令和５年１１月２８日 提出 

  

瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 自然とのふれあいを通じて、自然保護に対する理解を深めるととも 

に、観光交流を促進するため、瑞浪市自然ふれあい館（以下「ふれあい館」 

という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 瑞浪市自然ふれあい館 

（２） 位置 瑞浪市釜戸町１０６９番地の３０７ 

（事業） 

第３条 ふれあい館は、次に掲げる事業を行う。 

（１） 自然とのふれあいを通して自然保護の意識を高める事業 

（２） 自然保護活動の指導 

（３） 観光交流に関する事業 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（開館時間） 

第４条 ふれあい館の開館時間は、午前９時から午後５時１５分までとする。

ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 
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第５条 ふれあい館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要

と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（１） 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）第３条に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるとき

は、火曜日及び水曜日とする。） 

（２） 休日の翌日（その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日

とする。） 

（３） １２月２８日から翌年１月４日まで 

（利用の許可） 

第６条 ふれあい館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可 

を受けなければならない。許可を受けた者（以下「利用者」という。）が、

その許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 市長は、前項の許可にふれあい館の管理上必要な条件を付すことができ

る。 

（目的外使用） 

第７条 市長は、ふれあい館の施設をその用途又は目的を妨げない程度にお

いて目的外に使用させることができる。 

２ 第６条及び第８条から第１３条までの規定は、前項に規定する目的外使

用に準用する。 

（利用の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあい館の施設

の利用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 施設、設備及び備品等（以下「施設等」という。）を損傷し、汚

損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

（３） その他ふれあい館の管理上支障があるとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利

用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。 
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（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

（２） 許可の内容又は条件に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正な行為により許可を受けたことが明らかになった

とき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、賠

償の責めを負わない。 

（使用料） 

第１１条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければなら

ない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を後納

とすることができる。 

（使用料の減免） 

第１２条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料

を減免することができる。 

（使用料の返還） 

第１３条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。 

（１） 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用することがで

きないとき。 

（２） 利用開始３日前までに利用の取消しを申し出たとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認

めるとき。 

（原状回復義務） 

第１４条 利用者は、ふれあい館の施設の利用を終了したときは、直ちに施

設等を原状に回復しなければならない。第１０条の規定により利用の許可

を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。 

（遵守事項） 

第１５条 利用者及びふれあい館に来館する者（以下「利用者等」という。）

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。 

（２） 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 
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（３） 前２号に掲げる場合のほか、市長が指示する事項 

（損害賠償義務） 

第１６条 利用者等は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１７条 市長は、ふれあい館の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、市

長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができ

る。 

（指定管理者が行う業務） 

第１８条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第３条に規定する事業の実施に関すること。 

（２） ふれあい館の維持管理に関すること。 

（３） ふれあい館の利用許可、制限及び利用許可の取消しに関すること。 

（４） ふれあい館の利用料金の収受に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（利用料金） 

第１９条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定める。

この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市

長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（読替規定） 

第２０条 第１７条の規定により、ふれあい館の管理を指定管理者に行わせ

る場合において、第４条、第５条及び第１１条中「、市長が必要と認める

ときは」とあるのは「、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市

長の承認を得て」と、第６条から第８条まで、第１０条第１項及び第１１

条から第１３条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１

０条第２項中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第１１条中

「別表に定める使用料」とあるのは「第１９条第１項の規定により指定管

理者の定める利用料金」と、第１１条から第１３条まで及び別表中「使用
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料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

 （施行期日） 
第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の廃止） 
第２条 瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成２３年条

例第１６号）は、廃止する。 
 （瑞浪市自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措

置） 
第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の瑞浪市自然ふれ

あい館の設置及び管理に関する条例（以下「旧条例」という。）の規定に

より行われた処分その他の行為又は旧条例の規定によりされている申請そ

の他の行為は、この条例の施行の日以後は、この条例の規定によりされた

処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。 
別表（第１１条、第１９条関係） 

区分 

使用料（円） 

午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午前９時から午後

５時まで 

研修室 ５００ ５００ ９００

備考 利用者が商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合は、

当該使用料の２．０倍に相当する額を加算する。 
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議第９６号 

 

   瑞浪市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

   瑞浪市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市空家等対策協議会設置条例（平成２７年条例第３８号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

 第２条第１項中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９７号 

  

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

  

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  

令和５年１１月２８日 提出 

  

瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例 

瑞浪市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表１１の部１０の項中「又は第３項」を「若しくは第３項又は同法第３

９条の２２第１項」に改める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９８号 
 
   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 
 

瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 
 
  令和５年１１月２８日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
  

氏   名 住       所 生 年 月 日 

津 毛  朗 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第９９号 

 

   第７次瑞浪市総合計画基本計画を定めることについて 

 

 第７次瑞浪市総合計画基本計画を別冊のように定めたいので、瑞浪市総合

計画策定条例（平成２４年条例第２号）第４条第１項及び瑞浪市議会基本条

例（平成２６年条例第１８号）第８条第１項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 第７次瑞浪市総合計画基本計画 
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議第１００号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市地域交流センター「ときわ」の指定管理者を次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和５年１１月２８日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 施設の名称   瑞浪市地域交流センター「ときわ」 

２ 指定管理者   瑞浪市寺河戸町１１３９番地の６ 

  の 名 称 等   特定非営利活動法人 みずなみ常盤座 

          理事長 永 島 喜 一 朗 

３ 指定の期間   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議第１０１号 
 

指定管理者の指定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市稲津公民館の指定管理者を次のとおり指定することについて、同

条第６項の規定により議会の議決を求める。 
 

令和５年１１月２８日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 

 

１ 施設の名称    瑞浪市稲津公民館 
２ 指定管理者    瑞浪市稲津町小里６９７番地の１ 

   の 名 称 等    特定非営利活動法人 明日の稲津を築くまちづくり

推進協議会 
           理事長 勝 股 清 治 
３ 指定の期間    令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議第１０２号 
 

指定管理者の指定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市日吉公民館及び瑞浪北部多目的研修集会施設の指定管理者を次の 
とおり指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 
 

令和５年１１月２８日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 

 

１ 施設の名称    瑞浪市日吉公民館及び瑞浪北部多目的研修集会施設 
２ 指定管理者    瑞浪市日吉町４０９３番地の２ 
  の 名 称 等    日吉町まちづくり推進協議会 
           会長 渡 邉 俊 美 
３ 指定の期間    令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議第１０３号  
 

令和５年度瑞浪市一般会計補正予算（第１０号）  
 
 令和５年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところ

による。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９５，６００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，１６４，２００

千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。  
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の追加は、「第４表 地方債補正」による。 
 

令和５年１１月２８日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 ３，５５０，０００ １８１，６６２ ３，７３１，６６２

1 地方交付税 ３，５５０，０００ １８１，６６２ ３，７３１，６６２

15 国 庫 支 出 金 ２，１５８，９７６ １２８，７６１ ２，２８７，７３７

1 国庫負担金 １，３７５，３１２ ３９，２２２ １，４１４，５３４

2 国庫補助金 ７７４，１６２ ８９，５３９ ８６３，７０１

16 県 支 出 金 １，０２８，５９８ ２０，１４１ １，０４８，７３９

1 県 負 担 金 ５８７，１８３ １４，２８２ ６０１，４６５

2 県 補 助 金 ３５８，００８ １８，４８５ ３７６，４９３

3 委 託 金 ８３，４０７ △１２，６２６ ７０，７８１

17 財 産 収 入 ２０８，５９１ △１，３８８ ２０７，２０３

1
財 産
運 用 収 入

７６，７３２ △１，３８８ ７５，３４４

18 寄 附 金 ２５０，１１０ ２２，７５７ ２７２，８６７

1 寄 附 金 ２５０，１１０ ２２，７５７ ２７２，８６７

19 繰 入 金 ９４２，８６１ △１００ ９４２，７６１

1 基金繰入金 ９１８，７１８ △１００ ９１８，６１８

20 繰 越 金 ７１０，４２５ １２，０８７ ７２２，５１２

1 繰 越 金 ７１０，４２５ １２，０８７ ７２２，５１２

21 諸 収 入 ２８４，２１９ ２７，０８０ ３１１，２９９

4 雑 入 １５７，３４２ ２７，０８０ １８４，４２２

22 市 債 １，３３１，６００ １０４，６００ １，４３６，２００

1 市 債 １，３３１，６００ １０４，６００ １，４３６，２００

歳　　入　　合　　計 １７，６６８，６００ ４９５，６００ １８，１６４，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，３６３，７３５ ８４，０８５ ２，４４７，８２０

1 総務管理費 １，９７２，２４２ ９６，２５０ ２，０６８，４９２

2 徴 税 費 １９６，０２０ ２，８００ １９８，８２０

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１３５，１０５ ４，７５３ １３９，８５８

4 選 挙 費 ４５，７０５ △２０，１１８ ２５，５８７

6 監査委員費 ５，５００ ４００ ５，９００

3 民 生 費 ５，５６７，１４６ １２４，８９０ ５，６９２，０３６

1 社会福祉費 ３，０２２，５４２ ８９，７６７ ３，１１２，３０９

2 児童福祉費 ２，３１４，８２８ ２２，８２３ ２，３３７，６５１

3 生活保護費 ２２９，２７６ １２，３００ ２４１，５７６

4 衛 生 費 ２，１６３，１３４ △１１，０５２ ２，１５２，０８２

1 保健衛生費 ８０５，１５２ １，２８０ ８０６，４３２

2 清 掃 費 １，２２６，８７６ △１０，７２０ １，２１６，１５６

3 環 境 費 １３１，１０６ △１，６１２ １２９，４９４

5 労 働 費 １６，７２６ △１，１３０ １５，５９６

1 労 働 諸 費 １６，７２６ △１，１３０ １５，５９６

6 農林水産業費 ２８５，２４４ １８，０７７ ３０３，３２１

1 農 業 費 ２３６，３６７ １８，０７７ ２５４，４４４

7 商 工 費 ５４６，３５１ ７，１００ ５５３，４５１

1 商 工 費 ５４６，３５１ ７，１００ ５５３，４５１

8 土 木 費 １，６８３，１４７ △６，８００ １，６７６，３４７

1 土木管理費 ５５，７１０ １００ ５５，８１０

3 河 川 費 ２６３，１９５ ２００ ２６３，３９５

4 都市計画費 ４００，１２９ △７，１００ ３９３，０２９

10 教 育 費 １，９０７，９６２ ２９３，８７７ ２，２０１，８３９

1 教育総務費 ２８５，４３９ △８１２ ２８４，６２７

2 小 学 校 費 ２０６，６２１ ８８，０００ ２９４，６２１

3 中 学 校 費 １５５，４１３ ２１１，０００ ３６６，４１３

4 幼 稚 園 費 １８０，１６７ △５，６００ １７４，５６７

5 社会教育費 ４６５，５２３ １，２８９ ４６６，８１２

13 諸 支 出 金 ６４７，７３４ △１３，４４７ ６３４，２８７

1 公営企業費 ６４７，７３４ △１３，４４７ ６３４，２８７

歳　　出　　合　　計 １７，６６８，６００ ４９５，６００ １８，１６４，２００

-40-



第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

　（追加） （単位：千円）

３ 民 生 費 ２ 児 童福 祉費 ８,２０２

８ 土 木 費 ２ 道 路橋 梁費 １０,０００

８ 土 木 費 ２ 道 路橋 梁費 ３６,０００

８ 土 木 費 ３ 河 川 費 ３３,３００

１０ 教 育 費 ２ 小 学 校 費 ８９,０００

１０ 教 育 費 ３ 中 学 校 費 １２３,０００

１０ 教 育 費 ３ 中 学 校 費 ８８,０００

普 通 河 川 緊 急 対 策 事 業

瑞 浪 小 学 校 改 修 事 業

瑞 浪 中 学 校 改 修 事 業

瑞 浪 南 中 学 校 改 修 事 業

金　　　　額

市 道 等 整 備 交 付 金 事 業

款 項 事　　　　業　　　　名

日 吉 幼 児 園 空 調 改 修 事 業

南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業

-41-



第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

２,６００

令和５年度から
令和６年度まで

１,５００

令和５年度から
令和６年度まで

８,４００

令和５年度から
令和６年度まで

１７６

令和５年度から
令和６年度まで

１４８

令和５年度から
令和６年度まで

５８０

令和５年度から
令和６年度まで

３７４

令和５年度から
令和６年度まで

７,２００

令和５年度から
令和６年度まで

２,３００

令和５年度から
令和６年度まで

２,２００

令和５年度から
令和６年度まで

７７３

令和５年度から
令和６年度まで

５４９

令和５年度から
令和６年度まで

２１２

令和５年度から
令和６年度まで

８５５

令和５年度から
令和６年度まで

企業版ふるさと納税に
係る寄附額の20％に消
費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

１８,６００

令和５年度から
令和６年度まで

１,９００

令和５年度から
令和６年度まで

２００

令和５年度から
令和６年度まで

５００

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 賃 借 料
（ 文 書 管 理 、 給 食 費 管 理 、 特 徴 電 子 化 ）

自 治 体 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 向 上
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料

県 域 統 合 型 Ｇ Ｉ Ｓ シ ス テ ム 使 用 料

広 報 み ず な み 配 布 委 託 料

庁 舎 自 家 用 電 気 工 作 物
保 守 点 検 業 務 委 託 料

庁 舎 足 拭 き マ ッ ト 等 賃 借 料

指 定 物 品 等 購 入 費

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）

郵 便 料 金 計 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

両 面 印 刷 機 保 守 委 託 料

入 札 参 加 資 格 審 査 業 務 共 同
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 務 委 託 料

電 子 契 約 サ ー ビ ス 利 用 料

広 報 み ず な み 印 刷 製 本 費

事　　　　　　　　　　項

定 例 会 等 会 議 録 作 成 委 託 料

議 会 広 報 印 刷 製 本 費

企 業 版 ふ る さ と 納 税 支 援 業 務 委 託 料

広 報 み ず な み 梱 包 委 託 料

庁 舎 観 葉 植 物 賃 借 料

電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

１,５００

令和５年度から
令和６年度まで

９００

令和５年度から
令和６年度まで

５００

令和５年度から
令和６年度まで

１,８００

令和５年度から
令和６年度まで

４００

令和５年度から
令和６年度まで

５,７００

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の12 ％に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額 、 寄 附 者 へ の 返 礼 品
及 び 配 送 料 の 合 計 額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の1％の額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 1 ％ に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額及び基本料の合計額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の3.5％に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額及び基本料の合計額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 受 付 件 数 に 143
円 / 件 又 は 172 円 / 件 を
乗 じ て 得 た 額 に 消 費 税
相 当 額 を 加 え た 額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の10 ％に
消費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 9 ％ に
消費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の10％又は
12％の合計額に消 費税
相 当 額 を 加 え た 額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 8 ％ に
消費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 4 ％ に
消費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 受 付 件 数 に 150
円 / 件 を 乗 じ て 得 た 額
及び基本料の合計 額に
消費税相当額を加えた額

令和５年度から
令和６年度まで

８０

令和５年度から
令和６年度まで

２００

事　　　　　　　　　　項

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 （ Ｃ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ａ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｂ ）

瑞 浪 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 保 守 委 託 料

メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 シ ス テ ム 使 用 料

多 言 語 翻 訳 ソ フ ト 使 用 料

オ ン ラ イ ン 申 請 シ ス テ ム 使 用 料

総 合 案 内 型 Ａ Ｉ チ ャ ッ ト
ボ ッ ト サ ー ビ ス 使 用 料

Ｒ Ｐ Ａ 及 び Ａ Ｉ － Ｏ Ｃ Ｒ ツ ー ル 使 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 手 数 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 （ Ａ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 （ Ｂ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｃ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｄ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ E ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 領 証 明 書 等 送 付 代 行 手 数 料

ワ ン ス ト ッ プ 特 例 オ ン ラ イ ン
申 請 サ ー ビ ス 利 用 料 （ Ａ ）

ワ ン ス ト ッ プ 特 例 オ ン ラ イ ン
申 請 サ ー ビ ス 利 用 料 （ Ｂ ）

電 子 預 貯 金 等 調 査 シ ス テ ム 使 用 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

３３０

令和５年度から
令和６年度まで

３７０

令和５年度から
令和６年度まで

１７０

令和５年度から
令和６年度まで

９９

令和５年度から
令和６年度まで

５２

令和５年度から
令和６年度まで

２８

令和５年度から
令和６年度まで

７１

令和５年度から
令和６年度まで

３３

令和５年度から
令和６年度まで

５,２４０

令和５年度から
令和６年度まで

２６４

令和５年度から
令和６年度まで

３００

令和５年度から
令和６年度まで

７,３９２

令和５年度から
令和６年度まで

１２,０００

令和５年度から
令和６年度まで

５０

令和５年度から
令和６年度まで

１,６７８

令和５年度から
令和６年度まで

２５０

令和５年度から
令和６年度まで

１,６７８

令和５年度から
令和６年度まで

１,２００

令和５年度から
令和６年度まで

２９２

令和５年度から
令和６年度まで

３,０００

課 税 資 料 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ 保 守 委 託 料

行 政 フ ァ ッ ク ス 保 守 委 託 料

住 民 税 申 告 受 付 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料
（ 住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分 ）

戸 籍 電 子 書 籍 閲 覧 サ ー ビ ス 使 用 料

戸 籍 シ ス テ ム ク ラ ウ ド 利 用 料

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料

高 齢 者 移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料

高 齢 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料

住 基 ネ ッ ト 統 合 端 末 機 器 保 守 委 託 料

耐 タ ン パ ー 装 置 保 守 委 託 料

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 裏 書
プ リ ン タ ー 保 守 委 託 料

Ｉ Ｃ 旅 券 用 交 付 窓 口 端 末 機 保 守 委 託 料

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 利 用 料

戸 籍 事 務 遠 隔 入 力 業 務 委 託 料

障 害 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料

子 育 て 短 期 支 援 事 業 委 託 料

ひ と り 親 家 庭 学 習 支 援 事 業 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

４７

令和５年度から
令和６年度まで

２,９０４

令和５年度から
令和６年度まで

１,３７３

令和５年度から
令和６年度まで

２４,４００

令和５年度から
令和６年度まで

４,５００

令和５年度から
令和６年度まで

１０３,０００

令和５年度から
令和６年度まで

１０５,０００

令和５年度から
令和６年度まで

７８,０００

令和５年度から
令和６年度まで

１,４７９

令和５年度から
令和６年度まで

４５６

令和５年度から
令和６年度まで

２４１

令和５年度から
令和６年度まで

２７,４６９

令和５年度から
令和６年度まで

１,１７０

令和５年度から
令和６年度まで

２３,０００

令和５年度から
令和６年度まで

４,７７５

令和５年度から
令和６年度まで

１９０

令和５年度から
令和６年度まで

４,９００

令和５年度から
令和６年度まで

３,３００

令和５年度から
令和６年度まで

２,４００

令和５年度から
令和６年度まで

２,２００

幼 児 園 給 食 栄 養 管 理 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

中 京 こ ど も 園 入 所 児 童 委 託 料

せ い わ 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

健 康 管 理 情 報 連 携 シ ス テ ム 使 用 料

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料

幼 児 園 Ｉ Ｃ Ｔ シ ス テ ム 使 用 料

衛 生 害 虫 等 の 生 息 調 査
及 び 防 除 業 務 委 託 料

管 外 保 育 所 入 所 委 託 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 点 検 委 託 料

千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 管 理 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水
処 理 施 設 設 備 診 断 業 務 委 託 料

妊 産 婦 健 康 診 査 委 託 料

出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト サ イ ト 管 理 等 業 務 委 託 料

資 源 ・ ご み 分 別 ア プ リ 使 用 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水
処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料

健 康 管 理 シ ス テ ム 使 用 料

産 後 ケ ア 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水 及 び
地 下 水 水 質 検 査 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

２４,１００

令和５年度から
令和６年度まで

１８９,０００

令和５年度から
令和６年度まで

３,５００

令和５年度から
令和６年度まで

７０,５００

令和５年度から
令和８年度まで

３６,５００

令和５年度から
令和６年度まで

３９,０００

令和５年度から
令和６年度まで

１２

令和５年度から
令和６年度まで

３,１５６

令和５年度から
令和６年度まで

３,１００

令和５年度から
令和６年度まで

１６５

令和５年度から
令和６年度まで

２,４００

令和５年度から
令和６年度まで

１００,０００

令和５年度から
令和６年度まで

１,０９０

令和５年度から
令和６年度まで

５,０００

令和５年度から
令和６年度まで

３０,０００

令和５年度から
令和６年度まで

２,６００

令和５年度から
令和６年度まで

１０,０００

令和５年度から
令和６年度まで

８０

令和５年度から
令和６年度まで

１４０

令和５年度から
令和６年度まで

８１０

合 同 企 業 説 明 会 開 催 等 業 務 委 託 料

市 道 草 刈 等 業 務 委 託 料

市 道 等 補 修 業 務 委 託 料

瑞 浪 市 残 土 処 分 場 施 設 管 理 委 託 料

鬼 岩 ド ラ イ ブ イ ン 公 衆 ト イ レ
清 掃 管 理 業 務 委 託 料

可 燃 ご み 収 集 業 務 委 託 料

混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 工 事
発 注 図 書 作 成 ・ 工 事 監 理 業 務 委 託 料

し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 料

農 地 基 本 台 帳 管 理 シ ス テ ム
保 守 管 理 業 務 委 託 料

釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料

小 口 融 資 預 託 金

焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 （ Ｌ Ｐ ガ ス ）

焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料

焼 却 施 設 機 能 検 査 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

猿 爪 川 水 位 警 報 シ ス テ ム サ ー バ ー 利 用 料

小 里 川 ダ ム ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 公 共 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

瑞 浪 市 残 土 処 分 場 残 土 受 入 工 事 費

勤 労 者 生 活 安 定 資 金 預 託 金

勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

１,２４０

令和５年度から
令和６年度まで

４００

令和５年度から
令和６年度まで

２２０

令和５年度から
令和６年度まで

７３０

令和５年度から
令和６年度まで

１４,０００

令和５年度から
令和６年度まで

２０,４００

令和５年度から
令和６年度まで

７３０

令和５年度から
令和６年度まで

２９,１１１

令和５年度から
令和６年度まで

５,９４０

令和５年度から
令和６年度まで

２４,１２１

令和５年度から
令和６年度まで

２,２２５

令和５年度から
令和６年度まで

２,５４１

令和５年度から
令和６年度まで

２３２

令和５年度から
令和６年度まで

２２０

令和５年度から
令和６年度まで

１５４

令和５年度から
令和６年度まで

６４

令和５年度から
令和６年度まで

６７６

令和５年度から
令和６年度まで

８０１

令和５年度から
令和６年度まで

１,０８１

令和５年度から
令和６年度まで

３,９９７

瑞 浪 駅 周 辺 迷 惑 駐 車 及 び
迷 惑 車 両 確 認 業 務 委 託 料

屋 外 広 告 物 管 理 シ ス テ ム 保 守 料

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料

都 市 公 園 維 持 管 理 業 務 委 託 料

災 害 対 応 特 殊 救 急 自 動 車 購 入 費

消 防 通 信 機 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 費

児 童 生 徒 各 種 検 査 業 務 委 託 料

統 合 型 校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料

事　　　　　　　　　　項

市 民 公 園 （ 西 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

教 育 み ず な み 印 刷 製 本 費

瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

地 下 自 由 通 路 エ レ ベ ー タ ー
保 守 点 検 監 視 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 東 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

地 域 交 流 セ ン タ ー 附 属 駐 車 場
保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料

児 童 生 徒 教 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

２４２

令和５年度から
令和６年度まで

１０,５００

令和５年度から
令和６年度まで

２２０

令和５年度から
令和６年度まで

２２０

令和５年度から
令和６年度まで

１０２

令和５年度から
令和６年度まで

２２９

令和５年度から
令和６年度まで

４６４

令和５年度から
令和６年度まで

７８０

令和５年度から
令和６年度まで

４,５００

令和５年度から
令和６年度まで

１,３４０

令和５年度から
令和６年度まで

７,０３０

令和５年度から
令和６年度まで

８,０００

令和５年度から
令和８年度まで

２４,１７１

令和５年度から
令和６年度まで

３,３００

令和５年度から
令和６年度まで

１,２００

令和５年度から
令和６年度まで

１１０

令和５年度から
令和６年度まで

３００

令和５年度から
令和６年度まで

１,４００

令和５年度から
令和６年度まで

４,２００

令和５年度から
令和６年度まで

６００

日 吉 ス ポ ー ツ 施 設 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 清 掃 業 務 委 託 料

文 化 施 設 受 付 等 管 理 業 務 委 託 料

ス ポ ー ツ 施 設 自 家 用 電 気
工 作 物 保 安 管 理 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

学 校 歯 科 健 診 入 力 シ ス テ ム 使 用 料

小 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

瑞 浪 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

瑞 浪 北 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

こ い の ぼ り 祭 イ ベ ン ト 業 務 委 託 料

体 育 施 設 ナ イ タ ー 管 理 業 務 委 託 料

樽 の 上 野 球 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

中 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料

中 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費

中 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

中 央 公 民 館 自 主 事 業 公 演 委 託 料

市 民 図 書 館 図 書 購 入 費
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和５年度から
令和６年度まで

３,５９１

令和５年度から
令和６年度まで

６９９

令和５年度から
令和６年度まで

１,０１５

令和５年度から
令和８年度まで

２００,０００

令和５年度から
令和６年度まで

１１０,０００

令和５年度から
令和６年度まで

６２,０００

学 校 給 食 調 理 等 委 託 料

学 校 給 食 施 設 外 壁 防 水 等 改 修 工 事 費

食 品 リ サ イ ク ル 処 理 業 務 委 託 料

学 校 給 食 施 設 空 調 機 器 更 新 工 事 費

事　　　　　　　　　　項

学 校 給 食 セ ン タ ー Ｌ Ｓ Ａ 重 油 購 入 費

一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 料
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

償 還 の 方 法

瑞浪小学校改修事業 32,800

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

瑞浪南中学校改修事業 30,000

起 債 の 目 的 限度額 起債の
方法 利　　率

瑞浪中学校改修事業 41,800
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議第１０４号  
 

令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和５年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９３，１００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６６９，５００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年１１月２８日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 県 支 出 金 ２，４２１，９３３ ２０２，０００ ２，６２３，９３３

1 県 補 助 金 ２，４２１，９３３ ２０２，０００ ２，６２３，９３３

5 繰 入 金 ３２２，３００ △１３，５００ ３０８，８００

1
一 般 会 計
繰 入 金

２７９，３００ ２，５００ ２８１，８００

2 基金繰入金 ４３，０００ △１６，０００ ２７，０００

6 繰 越 金 ２１，４００ ４，６００ ２６，０００

1 繰 越 金 ２１，４００ ４，６００ ２６，０００

歳　　入　　合　　計 ３，４７６，４００ １９３，１００ ３，６６９，５００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ７５，３０８ ２，５００ ７７，８０８

1 総務管理費 ７５，３０８ ２，５００ ７７，８０８

2 保 険 給 付 費 ２，３６８，１７５ ２０２，０００ ２，５７０，１７５

1 療 養 諸 費 ２，０８７，４２０ １４７，０００ ２，２３４，４２０

2 高額療養費 ２６７，４００ ５５，０００ ３２２，４００

3
国民健康保険
事業費納付金

９７１，４９２ △１７，０００ ９５４，４９２

1
医 療
給 付 費 分

６６２，１３０ △３，０００ ６５９，１３０

2
後期高齢者
支援金等分

２３７，１３６ △１３，０００ ２２４，１３６

3
介 護
納 付 金 分

７２，２２６ △１，０００ ７１，２２６

5 基 金 積 立 金 １５０ ４，０００ ４，１５０

1 基金積立金 １５０ ４，０００ ４，１５０

6 諸 支 出 金 ２１，４００ １，６００ ２３，０００

1
償還金及び
還付加算金

２１，４００ １，６００ ２３，０００

歳　　出　　合　　計 ３，４７６，４００ １９３，１００ ３，６６９，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第１０５号  
 

令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）  
 
 令和５年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６，４００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６９０，１００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年１１月２８日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    

-53-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 ８２１，６４０ ８５０ ８２２，４９０

2 国庫補助金 ２３５，８１３ ８５０ ２３６，６６３

7 繰 入 金 ６０３，７８４ ８５０ ６０４，６３４

1
一 般 会 計
繰 入 金

５７３，５０８ ８５０ ５７４，３５８

8 繰 越 金 １１０，０５０ ６４，７００ １７４，７５０

1 繰 越 金 １１０，０５０ ６４，７００ １７４，７５０

歳　　入　　合　　計 ３，６２３，７００ ６６，４００ ３，６９０，１００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 １０７，８７８ １，７００ １０９，５７８

1 総務管理費 ５４，７３８ １，７００ ５６，４３８

3 基 金 積 立 金 ３３３ ６４，７００ ６５，０３３

1 基金積立金 ３３３ ６４，７００ ６５，０３３

歳　　出　　合　　計 ３，６２３，７００ ６６，４００ ３，６９０，１００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第１０６号  
 

令和５年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和５年度瑞浪市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，６００千円を  

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，６００千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年１１月２８日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 繰 越 金 ５００ １０，６００ １１，１００

1 繰 越 金 ５００ １０，６００ １１，１００

歳　　入　　合　　計 ３０，０００ １０，６００ ４０，６００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 駐車場事業費 １７，９６０ ５００ １８，４６０

1
駐 車 場
管 理 費

１７，９６０ ５００ １８，４６０

3 基 金 積 立 金 ５００ １０，１００ １０，６００

1 基金積立金 ５００ １０，１００ １０，６００

歳　　出　　合　　計 ３０，０００ １０，６００ ４０，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第１０７号 

 

令和５年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３ 

条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 水道事業収益 1,135,200千円  △21,000千円 1,114,200千円 

   第２項  営業外収益    209,676千円  △20,267千円   189,409千円 

第３項  特別利益       733千円    △733千円         0千円 

             支      出 

 第１款 水道事業費用 1,114,400千円  △23,500千円 1,090,900千円 

  第１項 営業費用  1,041,125千円    21,604千円  1,062,729千円 

第２項 営業外費用   23,996千円      10千円     24,006千円 

第３項 特別損失     45,279千円  △45,114千円       165千円 

（資本的支出） 

第３条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額４６７，１００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額４６７，５００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９，１４６千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１，４５５千円」に、「過年度

分損益勘定留保資金４３７，９５４千円」を「過年度分損益勘定留保資金 

４４６，０４５千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             支      出 

 第１款 資本的支出    599,900 千円     400 千円  600,300 千円 

  第１項 建設改良費  417,323 千円       400 千円  417,723 千円 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額） （計） 

 （１） 職員給与費     47,140 千円   △1,390 千円  45,750 千円 

 （他会計からの補助金） 

第５条 予算第９条中「５５，１１５千円」を「３４，８４８千円」に改め

る。 

  

  令和５年１１月２８日 

 

                  瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第１０８号 

 

令和５年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 

３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額） （計） 

             収      入 

 第１款 下水道事業収益 1,444,500千円  7,100千円 1,451,600千円 

  第２項 営業外収益   837,307千円   7,100千円  844,407千円 

             支      出 

 第１款 下水道事業費用 1,436,100千円  △500千円  1,435,600千円 

  第１項 営業費用   1,147,224千円 △500千円  1,146,724千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額） （計） 

 （１） 職員給与費    117,847 千円   △620 千円 117,227 千円 

（他会計からの補助金） 

第４条 予算第１０条中「１３２，４１９千円」を「１３８，９９９千円」

に改める。 

 

  令和５年１１月２８日 提出 

 

                  瑞浪市長 水 野 光 二    
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